
夏季休暇における防疫対策の徹底について

口蹄疫は依然としてアジアで広く発生しており、本年５月以降、インドネシアにおいて
１９８３年以来となる口蹄疫の発生が複数件報告され、さらに７月にはバリ島において
も発生が確認されています。
新型コロナウイルスについても、６月１日以降、一部の国・地域からの入国者に対す
る入国時検査の免除等により、口蹄疫の発生地域からの人・モノの稼働が増加するこ
とが予想されますので、家畜伝染病の侵入防止のため、引き続き防疫対策の徹底をお
願いします。

１ 畜産関係者等の海外渡航の自粛
◎口蹄疫の発生地域への不要不急の渡航を自粛

２ 消毒及び衛生管理区域への病原体の持込みの防止の再徹底
◎必要のない者を衛生管理区域（特に畜舎）に立ち入らせない、不要な
物を持ち込まない

◎衛生管理区域専用の手袋・長靴の着用、手指や物品の消毒
◎適切な濃度の消毒薬を使用する、踏込消毒槽の１日１回の交換
◎更衣・消毒後の衣服・機材が再汚染しないような動線を徹底
◎防護柵・防鳥ネットの設置、破損の点検と修繕

３ 毎日の健康観察、早期発見及び早期通報の徹底

口蹄疫特有の症状が疑われたら、直ちに通報を！

・３９℃以上の発熱 ・口・蹄などに水泡・びらん
・多量の泡沫性のよだれ ・泌乳量の低下、泌乳停止など
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夏季休暇における防疫対策の徹底について

口蹄疫は依然としてアジアで広く発生しており、本年５月以降、インドネシ
アにおいて１９８３年以来となる口蹄疫の発生が複数件報告され、さらに７
月にはバリ島においても発生が確認されています。

アフリカ豚熱については、近年、ヨーロッパ及びアジア（日本、台湾等を除
く）地域において発生が拡大しており、本年５月にはイタリアのローマ近郊
の野生イノシシで、６月には飼養豚においても発生が確認されています。

新型コロナウイルスについても、６月１日以降、一部の国・地域からの入
国者に対する入国時検査の免除等により、口蹄疫の発生地域からの人・モ
ノの稼働が増加することが予想されますので、家畜伝染病の侵入防止のた
め、引き続き防疫対策の徹底をお願いします。

日本国内では、本年１月以降、北関東を中心に、豚熱ワクチン接種農場
において６件の豚熱発生が確認されています。ワクチンを接種していても、
豚熱に対し引き続き警戒し、アフリカ豚熱等の家畜伝染病の対応も含めて
飼養衛生管理の徹底をお願いします。

１ 畜産関係者等の海外渡航の自粛
◎口蹄疫の発生地域への不要不急の渡航を自粛

２ 消毒及び衛生管理区域への病原体の持込みの防止の再徹底
◎必要のない者を衛生管理区域（特に畜舎）に立ち入らせない、不要な
物を持ち込まない

◎衛生管理区域専用の手袋・長靴の着用、手指や物品の消毒
◎適切な濃度の消毒薬を使用する、踏込消毒槽の１日１回の交換
◎更衣・消毒後の衣服・機材が再汚染しないような動線を徹底
◎防護柵・防鳥ネットの設置、破損の点検と修繕

３ 毎日の健康観察、早期発見及び早期通報の徹底

お問い合わせ・ご連絡は、千葉県中央家畜保健衛生所まで

TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送)    FAX. 043-286-0090
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豚熱・アフリカ豚熱・口蹄疫の症状

豚熱・アフリカ豚熱

・４０℃以上の発熱
・元気消失、食欲不振
・天然孔からの出血、血便
・耳翼、四肢、下腹部などの紫斑
・便秘に継ぐ下痢
・結膜炎（目ヤニ）など

口蹄疫

・３９℃以上の発熱
・多量の泡沫性のよだれ
・口・蹄などに水泡・びらん
・泌乳量の低下、泌乳停止など

耳翼の紫斑
結膜炎

アフリカ豚熱の症状は、
多岐にわたり、突然死亡
することもあります！！

再度、
ご確認を！



夏季休暇における防疫対策の徹底について

新型コロナウイルスについて、６月１日以降、一部の国・地域から
の入国者に対する入国時検査の免除等により、家畜伝染病の発
生地域からの人・モノの稼働が増加することが予想されます。家畜
伝染病の侵入防止のため、引き続き防疫対策の徹底をお願いしま
す。

１ 畜産関係者等の海外渡航の自粛
◎鳥インフルエンザの発生地域への不要不急の渡航を自粛

２ 消毒及び衛生管理区域への病原体の持込みの防止の再徹底
◎必要のない者を衛生管理区域（特に鶏舎）に立ち入らせない、
不要な物を持ち込まない
◎衛生管理区域専用の手袋・長靴の着用、手指や物品の消毒
◎適切な濃度の消毒薬を使用する、踏込消毒槽の１日１回の交
換

◎更衣・消毒後の衣服・機材が再汚染しないような動線を徹底
◎防護柵・防鳥ネットの設置、破損の点検と修繕

３ 毎日の健康観察、早期発見及び早期通報の徹底

お問い合わせ・ご連絡は、千葉県中央家畜保健衛生所まで

TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送)    FAX. 043-286-0090
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